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序 文(案) 

 

飛騨市は、岐阜県の最北部に位置する自然豊かな町で、史跡姉小路氏城跡が存在す

る古川町はその南東部を構成しています。この地域は、宮川が貫流する古川盆地を中

心に周囲を山々に囲まれた、中世さながらの地域の様子を今に伝えています。 

姉小路氏城跡は、古川城跡・小島城跡・野口城跡・小鷹利城跡・向小島城跡の５城

の総称です。これらの山城跡は、各地域で城山として古くから大事にされてきまし

た。飛騨市は、平成 29年以降、姉小路氏城跡を調査研究の中心に据えて文献史料・測

量調査・発掘調査・歴史地理調査といった各種調査を実施しました。調査の結果、中

世の飛騨古川一帯は、最初に飛騨国司・姉小路氏の一族が入り、その後に南飛騨から

進出した三木氏が押さえ、やがて羽柴秀吉の命を受けた金森氏が飛騨に入るという歴

史的変遷が、山城の築城や改修の痕跡からも確認され、令和 6年 2月に国の史跡に指

定されました。 

この保存活用計画書は、これまでに実施した調査成果や、並行して実施した活用の

成果を総括して史跡の価値を明らかにし、その価値を確実に未来に継承するための指

針として策定いたしました。 

今後はこの計画書を、本市の文化財保護の手引きとして活用し、この史跡・名勝が

当市の誇る優れた歴史遺産・景勝地として、市民の皆様とともに守り伝え、遠い未来

の子どもたちにも誇りや親しみのある場所となることを切に願います。 

最後となりましたが、本計画の策定に当たり、多大な御支援・御協力をいただいた

関係諸機関並びに関係者各位に深く感謝申し上げます。 

 

 

令和８年３月 

飛騨市教育委員会   

教育長 下出 尚弘 



例 言 
                      

１ 本書は、岐阜県飛騨市古川町に所在する国指定史跡姉小路氏城跡の保存活用計画書（以下、「本計

画」）である。 

 

２ 本保存活用計画の策定事業は、飛騨市教育委員会事務局文化振興課が主体となり、令和６年度と令

和７年度の２ヵ年で実施した。 

 

３ 本事業は、国庫補助金（史跡等保存活用計画等策定費国庫補助金）を受けて実施した。 

 

４ 本計画の策定にあたっては「姉小路氏城跡整備委員会」を開催し、専門的見地から検討を重ねた上

で策定したものである。また、文化庁文化財第二課及び岐阜県観光文化スポーツ部文化伝承課の指

導・助言を受けた。 

 

５ 本計画の策定にあたっては、『史跡等整備のてびき』（2005、文化庁文化財部記念物課 監修）及

び『史跡等・重要文化的景観マネジメント支援事業報告書』（2015、文化庁文化財部記念物課 監

修）に則り内容を検討した。 

 

６ 本計画の執筆ならびに編集は、「姉小路氏城跡整備委員会」における協議結果を踏まえ、飛騨市教

育委員会文化振興課が担当した。また、関連業務の一部を株式会社ウェーブプランニングオフィス

に委託した。 

 

７ 本計画の編集並びに事業に係る事務の一部を株式会社ウェーブプランニングオフィスに委託した。 

 

８ 本計画の策定にあたり、次の方々や諸機関から御協力をいただいた。記して感謝の意を表する次第

である（敬称略、五十音順）。 

○○○○ 

 

凡 例 
                                    

１ 表記の混乱を避けるため、史跡指定されている各山城跡（古川城跡・小島城跡・野口城跡・向小島

城跡・小鷹利城跡）を総括して指す場合は、「城跡」と表記する。 
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